
2016 年 9 月議会 日本共産党熊本市議団・提出 

 

熊本地震における「一部損壊」世帯への支援制度の充実を求める意見書（案） 

 

 

熊本地震の発災から、4カ月以上が経過しました。震度７レベルの地震に二度

にわたり見舞われ、その後も追い打ちをかけるように襲った 2000 回を超える余

震により、熊本市内の住宅被害は約 10 万 1 千棟にものぼりました。そのうちの

8割にあたる、約 8万 3千棟が「一部損壊」世帯です。 

一方で、現行制度において、「一部損壊」には、家屋修繕に対する支援制度は

なく、修繕費用を確保できない所得の少ない世帯、高齢者などでは、修繕できな

いまま損壊を受けた家に住み続けざるを得ないケースも多々生まれています。 

「一部損壊」の被害であっても、実際には、瓦の破損等による屋根の修繕、壁

の亀裂による修繕など、数百万円の費用が必要なケースも少なくありません。地

震発生直後に屋根の応急修理（ブルーシートなど）ができていない世帯は、雨が

屋根や壁の亀裂から侵入し、さらに多額の修繕費用を要します。 

また、宅地被害により家が傾き、その改修にやはり数百万円を要する場合でも、

家屋にほとんど損傷がないとの理由で「一部損壊」判定になっている世帯も数多

くあります。 

住宅被害の 8割、約 8万 3千棟もの圧倒的多数を占める「一部損壊」世帯に対

して、支援制度の拡充・創設を行い、被災者に再建に向けた希望や道筋を、行政

としてしっかり示すことが必要です。よって、国においては、以下の支援策につ

いて特段の配慮を頂けますよう要望するものです。 

 

１．「一部損壊」とされた住宅については、修繕費用の一定額を修繕支援金とし

て支給するなど、被災者の経済的負担の軽減につながる支援制度を創設する

こと。 

 

２．「一部損壊」世帯にも、被害に実情に応じて各種減免措置を講ずること。 

 

以上 


